
議   第  ２２８  号   

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出   

 

   熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の 

放棄に関する条例の一部改正について 

 

 熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関す

る条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に

関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関す

る条例（平成２９年条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第５号中「第２条第１５項」を「第２条第２０項」に、「同条第１６項」を「同

条第２１項」に改め、同条第６号中「第１２７条第２項」を「第１３４条第２項」に、

「第１２８条第５項」を「第１３５条第５項」に改め、同条第７号中「第１３３条第

１号」を「第１４０条第１号」に改め、同条第８号中「第１３３条」を「第１４０条」

に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第２６号）及び産業

競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第７０号）の施行による

産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）の一部改正に伴い、所要の改正を行
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う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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